
※ 生活支援給付は、１級地－１（例えば東京23区）の例。夫婦世帯、単身世帯 
 
 

中国残留邦人等の配偶者に対する支援策のイメージ 

支援法の改正 

① 支援給付の支給 
② 老齢基礎年金の支給 

①’ 
配偶者の生活支援給付 

80,140円 

③中国残留邦人等
の特定配偶者に対
する配偶者支援金
の支給 

[法見直し後]  ［現  行］ 

③配偶者支援金 
（老齢基礎年金の 
２／３相当額） 

[残留邦人の夫婦世帯］ 
 

残留邦人本人が生存中 

② 
残留邦人本人 
に対する年金 

64,875円 

本人が死亡 
① 

夫婦の生活支援給付 
120,440円 

 ①’ 
配偶者の生活支援給付 

80,140円 

[配偶者単身の世帯］ [配偶者単身の世帯］ 

②中国残留邦
人等の老齢基
礎年金の満額
支給 

①’支援給付の支給 
③ 配偶者支援金の支給[新たな 
   配偶者支援策] 

 

①’支援給付の支給 支援法の改正 

② 
本人死亡後は
支給されない 

 

 

①支援法に基づく支援給付の支給 
 生活費のみならず、住宅費、医療費、
介護費等も個々の世帯の状況に応じて
対応する。 


